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（
質
問
の 

七
） 

答

弁

第

七
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衆
議
院
議
員
土
井
た
か
子
君
提
出
土
壌
凝
固
剤
の
危
険
性
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す 

る
。 内

閣
衆
質
七
三
第
七
号 

昭
和
四
十
九
年
九
月
六
日 

衆

議

院

議

長 
前 
尾 

繁 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

田 
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一 

 

榮 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
土
井
た
か
子
君
提
出
土
壌
凝
固
剤
の
危
険
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

(1) 

飲
料
水
の
確
保
に
関
す
る
代
替
措
置
の
実
施
主
体
、
内
容
、
費
用
負
担
の
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
具
体
の

事
例
ご
と
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

(2) 

水
ガ
ラ
ス
系
土
壌
凝
固
剤
に
つ
い
て
カ
ド
ミ
ウ
ム
に
よ
る
問
題
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。 

(3)
(イ ) 

薬
液
を
注
入
さ
れ
て
い
る
地
盤
の
掘
削
に
伴
う
当
該
薬
液
に
よ
る
地
下
水
汚
染
の
お
そ
れ
は
一
般
に
は

な
い
と
考
え
る
が
、
次
官
通
達
の
記
3
の

(4)
は
地
下
水
の
汚
染
防
止
に
つ
い
て
万
全
を
期
す
る
た
め
設
け

た
も
の
で
あ
る
。 

(ロ )
及
び

(ハ ) 

掘
削
残
土
と
は
、
掘
削
さ
れ
た
土
の
う
ち
、
当
該
工
事
現
場
外
の
他
の
場
所
に
処
分
を
必
要
と

す
る
も
の
を
い
う
。 



(4)
(イ ) 

日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
〇
二
の
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
定
量
範
囲
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
九
年
七
月

「0.003

～0.4m
g

」
が
「0.03

～0.4m
g

」
と
訂
正
さ
れ
て
い
る
。 

(ニ )
及
び

(ホ ) 

暫
定
指
針
の
水
質
基
準
は
、
水
質
基
準
に
関
す
る
省
令(

昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
十
一
号)

及
び
ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド
、
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
及
び
ケ
イ
フ
ッ
化
ソ
ー
ダ
に
関
す
る
飲
料
水
の
判
定
基
準

(

昭
和
四
十
九
年
七
月
十
日
付
け
厚
生
省
環
境
衛
生
局
水
道
環
境
部
長
通
達)

に
定
め
ら
れ
て
い
る
基
準
値 

(ロ )
及
び

(ハ ) 

ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
に
つ
い
て
は
〇
・
五
Ｐ
Ｐ
Ｍ
、
ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド
に
つ
い
て
は
〇
・
一

Ｐ
Ｐ
Ｍ
の
数
値
を
そ
れ
ぞ
れ
定
量
限
界
と
す
る
検
査
方
法
で
検
出
さ
れ
な
け
れ
ば
、
飲
料
水
と
し
て
の
使

用
に
支
障
が
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。 

(ホ ) 
地
下
水
等
の
監
視
の
結
果
講
ず
べ
き
措
置
及
び
採
水
地
点
に
つ
い
て
は
、
特
に
明
示
し
て
い
な
い
が
、

暫
定
指
針
の
趣
旨
に
沿
つ
て
具
体
の
事
例
に
応
じ
適
切
な
措
置
を
採
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

(ニ ) 

地
下
水
等
と
は
、
地
下
水
及
び
暫
定
指
針
に
い
う
公
共
用
水
域
等
の
意
味
で
あ
る
。 

四 

 



(ヘ )
か
ら

(リ )
ま
で 

水
ガ
ラ
ス
系
薬
液
に
つ
い
て
は
、
反
応
生
成
物
は
ア
ル
カ
リ
性
で
あ
る
の
で
、
水
素
イ
オ

ン
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
水
ガ
ラ
ス
系
薬
液
に
は
薬
液
成
分
と
し
て
有
機
物
又

は
弗
素
化
合
物
を
含
む
も
の
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
有
機
物
又
は
弗
素
の
量
も
測
定

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド
系
薬
液
に
つ
い
て
は
、
含
有
量
の
割
合
か
ら
み
て
、
ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド
の
量
を
測
定

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

尿
素
系
薬
液
に
つ
い
て
は
、
含
有
量
の
割
合
か
ら
み
て
、
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
量
を
測
定
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。
な
お
、
硬
化
剤
で
あ
る
工
業
用
薄
硫
酸
の
溶
出
に
つ
い
て
は
、
そ
の
詳
細
が
明
ら
か
で
な

い
た
め
、
今
後
学
識
経
験
者
等
の
協
力
を
得
て
、
解
明
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
い
。 

に
よ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

リ
グ
ニ
ン
系
薬
液
に
つ
い
て
は
、
有
害
成
分
で
あ
る
六
価
ク
ロ
ム
の
量
を
測
定
す
る
こ
と
と
し
て
い 

五 

 



(5)
(イ ) 
Ｋ
〇
一
〇
二
の
二
一
の
表
記
上
の
誤
り
で
あ
る
。 

(ニ ) 

水
ガ
ラ
ス
系
薬
液
に
つ
い
て
は
、
反
応
生
成
物
は
ア
ル
カ
リ
性
で
あ
る
の
で
、
水
素
イ
オ
ン
濃
度
を
測

定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
水
ガ
ラ
ス
系
薬
液
に
は
薬
液
成
分
と
し
て
有
機
物
又
は
弗
素
化
合

物
を
含
む
も
の
が
あ
り
、
こ
の
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
若
し
く
は
化
学
的
酸
素
要 

(ハ ) 

排
水
基
準
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
く
排
水
基
準
に
定
め
が
あ
る
検
査
項
目
に
つ
い
て
は
こ
れ
に

よ
り
、
そ
の
定
め
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
前
記
の
飲
料
水
の
判
定
基
準
を
参
考
と
し
て
定
め
た
も
の
で

あ
る
。 

(ロ ) 

ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
及
び
ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド
の
水
質
基
準
は
、
ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド
、
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ

ド
及
び
ケ
イ
フ
ッ
化
ソ
ー
ダ
に
関
す
る
飲
料
水
の
判
定
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
七
月
十
日
付
け
厚
生
省
環

境
衛
生
局
水
道
環
境
部
長
通
達
）
に
よ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

る
。 

六 

 



二
に
つ
い
て 

(1) 

暫
定
指
針
は
、
人
の
健
康
被
害
の
発
生
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
生
活
環
境
の
保
全
を
図
る
見
地
か
ら
地

下
水
等
の
汚
染
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。 

尿
素
系
薬
液
に
つ
い
て
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
く
排
水
基
準
に
よ
り
水
素
イ
オ
ン
濃
度
を
測
定

す
る
こ
と
と
し
、
ま
た
含
有
量
の
割
合
か
ら
み
て
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
量
も
測
定
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。 ア

ク
リ
ル
ア
ミ
ド
系
薬
液
に
つ
い
て
は
、
含
有
量
の
割
合
か
ら
み
て
、
ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド
の
量
を
測
定

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

リ
グ
ニ
ン
系
薬
液
に
つ
い
て
は
、
有
害
成
分
で
あ
る
六
価
ク
ロ
ム
の
量
を
測
定
す
る
こ
と
と
し
て
い 

る
。 

求
量
又
は
弗
素
の
量
を
測
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

七 

 



(6) 

「
排
水
施
設
に
発
生
し
た
泥
土
」
と
は
、
汚
水
を
処
理
す
る
た
め
の
施
設
（
例
え
ば
沈
澱
槽
）
内
に
沈
降
堆
積

し
た
泥
土
を
い
う
。 

(5) 

現
場
注
入
試
験
は
、
薬
液
の
注
入
範
囲
、
注
入
量
等
が
設
計
ど
お
り
に
な
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め

に
行
う
も
の
で
あ
る
。 

(4) 

公
共
用
水
域
等
の
表
記
上
の
誤
り
で
あ
る
。 

(3)
(ロ ) 

ボ
ー
リ
ン
グ
箇
所
の
選
定
は
、
薬
液
注
入
箇
所
及
び
そ
の
周
辺
の
土
質
の
全
般
的
な
状
況
が
は
握
で
き

る
よ
う
に
行
う
も
の
で
あ
る
。 

(3)
(イ )
及
び

(8) 
地
下
水
の
流
向
等
に
つ
い
て
は
、
土
質
調
査
及
び
地
下
水
位
調
査
の
結
果
か
ら
推
定
で
き
る
も

の
と
考
え
て
い
る
。 

(2) 
工
事
に
よ
つ
て
必
要
と
さ
れ
る
止
水
の
程
度
い
か
ん
に
よ
つ
て
は
、
土
壌
凝
固
剤
の
注
入
に
よ
り
凝
固
し

た
地
盤
に
つ
い
て
も
地
下
水
が
通
過
し
う
る
も
の
で
あ
る
。 

八 

 



三
に
つ
い
て 

(1)
、

(4)
及
び

(5) 

昭
和
四
十
九
年
七
月
十
日
付
け
の
厚
生
省
環
境
衛
生
局
水
道
環
境
部
長
通
達
に
よ
る
ホ
ル
ム

ア
ル
デ
ヒ
ド
及
び
ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド
に
関
す
る
飲
料
水
の
判
定
基
準
（
以
下
「
判
定
基
準
」
と
い
う
。
）
は
、
生

活
環
境
審
議
会
水
道
部
会
水
質
専
門
委
員
会
（
以
下
「
水
質
専
門
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
意
見
を
基
に
定
め
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
慢
性
毒
性
を
主
体
と
し
た
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
及
び
ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド
の
毒

性
に
関
す
る
現
在
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
安
全
性
が
確
保
さ
れ
る
飲
料
水
中
の
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
及 

(9) 

水
質
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
水
質
検
査
結
果
の
経
時
的
変
化
等
に
よ
り

判
断
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
例
え
ば
水
質
基
準
に
適
合
し
な
い
井
戸
に
つ
い
て
は
、
適
切
で
な
い
用
途
に
使

用
し
な
い
よ
う
そ
の
使
用
者
に
要
請
し
、
ま
た
、
必
要
に
応
じ
代
替
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
な
る
。 

(7) 
地
下
水
等
の
水
質
検
査
は
、
当
然
検
査
能
力
を
有
す
る
公
的
機
関
に
お
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ 

る
。 

九 

 



(2) 

一
般
に
、
化
学
物
質
等
に
つ
い
て
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
る
濃
度
の
限
界
は
そ
の
毒
性
に
関
す
る
判
断
か

ら
定
め
ら
れ
、
ま
た
、
化
学
物
質
等
に
つ
い
て
の
検
出
可
能
な
限
界
は
分
析
技
術
に
関
す
る
諸
条
件
か
ら
定

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

び
ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド
の
濃
度
の
限
界
を
設
定
し
、
こ
れ
ら
の
限
界
を
下
回
つ
て
定
量
的
に
測
定
で
き
る
検
査

方
法
の
う
ち
精
度
、
操
作
性
等
の
観
点
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
と
し
て
、
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
に
つ
い
て
は
日

本
薬
学
会
協
定
衛
生
試
験
法
に
定
め
る
保
存
料
試
験
法
の
ア
セ
チ
ル
ア
セ
ト
ン
法
を
、
ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド
に

つ
い
て
は
炎
イ
オ
ン
化
検
出
器
を
用
い
た
十
倍
濃
縮
に
よ
る
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
法
を
そ
れ
ぞ
れ
選
定 

し
、
安
全
性
重
視
の
考
え
に
立
つ
て
、
こ
れ
ら
の
検
査
方
法
に
よ
り
測
定
可
能
な
最
も
厳
し
い
基
準
を
採
用

す
る
こ
と
と
し
、
「
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。
」
を
基
準
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
検
査
方
法
に
よ
る
ホ
ル

ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
及
び
ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド
の
定
量
限
界
に
つ
い
て
も
、
水
質
専
門
委
員
会
に
諮
つ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
〇
・
五
Ｐ
Ｐ
Ｍ
及
び
〇
・
一
Ｐ
Ｐ
Ｍ
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。 

一
〇 

 



(8)
及
び

(9) 

ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
毒
性
が
尿
素
又
は
メ
チ
ロ
ー
ル
尿
素
に
よ
り
増
加
す
る
か
ど
う
か
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
な
お
研
究
の
段
階
に
あ
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
ま
だ
十
分
に
解
明
さ
れ
る
に
至
つ
て
い
な
い

と
承
知
し
て
い
る
。 

(7) 

現
行
の
弗
素
の
検
査
方
法
は
、
そ
の
制
定
当
時
の
弗
素
の
測
定
に
関
す
る
知
見
を
基
に
定
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
妨
害
物
質
等
に
つ
い
て
そ
の
後
に
得
ら
れ
た
知
見
を
考
慮
し
て
、
現
在
検
査
方
法
の
改
定
に
つ

き
検
討
中
で
あ
る
。 

(6) 

飲
料
水
中
の
妨
害
物
質
に
よ
る
測
定
の
誤
差
を
除
く
た
め
に
、
試
料
の
蒸
留
操
作
が
必
要
で
あ
る
。 

(3) 
一
般
に
、
「
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。
」
と
は
、
定
量
的
な
検
査
方
法
に
よ
り
そ
の
定
量
限
界
を
下
回
る
こ
と

を
い
う
場
合
と
、
定
性
的
な
検
査
方
法
に
よ
り
検
査
対
象
物
質
の
存
在
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
い
う
場
合

と
が
あ
る
が
、
判
定
基
準
に
お
い
て
は
前
者
の
意
味
で
用
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

一
般
に
、
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
又
は
ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド
と
他
の
物
質
と
の
相
乗
作
用
等
に
よ
り
生
ず
る
毒 

一
一 

 



 

一
二 

性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究
課
題
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
政
府
と
し
て
は
こ
の
問
題

に
つ
い
て
も
十
分
検
討
し
て
ま
い
る
所
存
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




